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議案第 ８ 号 

 

   おいらせ町営住宅管理条例及びおいらせ町特定公共賃貸住宅条例

の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町営住宅管理条例（平成１８年おいらせ町条例第１４５号）及

びおいらせ町特定公共賃貸住宅条例（平成１８年おいらせ町条例第１４６

号）の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ２ 年 ３ 月 ５ 日 提出 

 

おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 民法の一部を改正する法律（平成２９年法律第４４号）等が公布された

ことに伴い、債権関係の規定の見直しが行われたため、公営住宅制度及び

特定公共賃貸住宅制度に係る引用条項等の所要の改正を行うため提案す

るものである。 
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   おいらせ町営住宅管理条例及びおいらせ町特定公共賃貸住宅条例

の一部を改正する条例 

 （おいらせ町営住宅管理条例の一部改正） 

第１条 おいらせ町営住宅管理条例（平成１８年おいらせ町条例第１４

５号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第１４号）

第２１条に規定する被災者等にあっては第３号及び第４号、福島復興再

生特別措置法（平成２４年法律第２５号）第２１条に規定する居住制限

者にあっては第３号及び第４号）」を「被災市街地復興特別措置法（平

成７年法律第１４号）第２１条に規定する被災者等、東日本大震災復興

特別区域法（平成２３年法律第１２２号）第１９条に規定する被災者等

並びに福島復興再生特別措置法（平成２４年法律第２５号）第２７条に

規定する特定帰還者及び第３９条に規定する居住制限者にあっては第

３号及び第４号。ただし、東日本大震災復興特別区域法第１９条に規定

する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載され

た同条第２項の期間が満了する日（その日が令和３年３月１１日後の日

であるときは、同月１１日）までの間に限る。）」に改める。 

第１１条第１項第１号中「保証人の連署」を「連帯保証人（町内に居

住する者であること又は町外に居住する者で町営住宅の入居決定者の

三親等以内の親族であるもの。）の署名」に改め、同条第３項中「保証

人の連署」を「連帯保証人の署名」に改める。 

第１８条第４項を同条第５項とし、同条第３項中「未納の家賃又は損

害賠償金」を「賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の

不履行又は損害賠償金」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の

次に次の１項を加える。 

３ 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を

履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。

この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づい
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て生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てること

を請求することができない。 

第４１条第３項中「年５パーセントの割合」を「法定利率」に改める。 

第４９条の見出し及び同条第５項中「及び町営住宅管理人」を削り、

同条中第３項及び第４項を削り、第５項を第３項とする。 

 （おいらせ町特定公共賃貸住宅条例の一部改正） 

第２条 おいらせ町特定公共賃貸住宅条例（平成１８年おいらせ町条例第

１４６号）の一部を次のように改正する。 

  第９条第１項第１号中「保証人（入居承認者と同程度以上の所得を有

する者で町長が適当と認めるものに限る。）の連署」を「入居承認者と

同程度以上の所得を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人（町内

に居住する者であること又は町外に居住する者で特定公共賃貸住宅の

入居承認者の三親等以内の親族であるもの。）の署名」に改める。 

  第１５条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「未納の家賃又は損

害賠償金」を「賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の

不履行又は損害賠償金」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の

次に次の１項を加える。 

２ 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を

履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。

この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づい

て生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てること

を請求することができない。 

  第２０条第３項中「年５パーセントの割合」を「法定利率」に改める。 

    附 則 

  この条例は、令和２年４月１日から施行する。  


